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個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)固定資産の減価償却の方法
① 有形固定資産 定率法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりです。

工具、器具及び備品　４～10年
② 無形固定資産 定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについて

は、社内における利用可能期間（５年以内）に基づいております。

(2)収益及び費用の計上基準
当社と顧客との契約から生じる主な収益に関する履行義務の内容及び当該履行義務を充足する通常の時

点（収益を認識する通常の時点）は以下の通りであります。
　①フロー収益
　　・ソフトウエアライセンス販売

ソフトウエアライセンスの販売による収益は、顧客において使用可能となった時点で収益を認識
しております。

　　・導入支援作業
顧客の要請に基づくカスタマイズ等の導入支援作業については、顧客との契約における履行義務
を充足した時点で収益を認識しております。

　②ストック収益
　　・ソフトウエア保守及び利用サービス

役務の提供である製品の保守サービス及びソフトウエア利用サービスの提供による収益は、顧客
との契約における履行義務の充足に伴い、一定期間にわたり収益を認識しております。
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有形固定資産の減価償却累計額 8,186千円

普通株式 5,374,100株

普通株式 772,900株

２. 会計方針の変更
(1) 収益認識に関する会計基準等の適用

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該
財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
　収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに
従っており、当事業年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、当事業年度
の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。この結果、当事業年
度の損益に与える影響はありません。また、利益剰余金の期首残高への影響もありません。
　収益認識会計基準等を適用したため、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」に表示していた
「前受収益」は、当事業年度より「流動負債」の「契約負債」に含めて表示し、「固定負債」に表示してい
た「長期前受収益」は、当事業年度より「固定負債」の「長期契約負債」に含めて表示することといたしま
した。なお、収益認識会計基準第89－２項に定める経過的な取り扱いに従って、前事業年度について新た
な表示方法による組み替えは行っておりません。

(2) 時価の算定に関する会計基準
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」と
いう。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基準」
（企業会計基準第10号2019年７月４日）第44－２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基
準等が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる計算書類への影
響はありません。

３. 貸借対照表に関する注記

４. 株主資本等変動計算書に関する注記
⑴ 当事業年度の末日における発行済株式の種類及び総数

⑵ 当事業年度の末日における新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除く。）の目的とな
る株式の種類及び数
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５. 金融商品に関する注記
⑴ 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当社は、必要な資金は自己資金及び借入金等で賄っております。資金運用においては、短期的な預金に
限定し、デリバティブ取引は行っておりません。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　営業債権である売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。
　営業債務である買掛金は、全て１年以内の支払期日であり、流動性リスクに晒されております。
　借入金は、主に運転資金に係る資金の調達を目的としております。変動金利の借入金は、金利の変動リ
スクに晒されております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
(ア) 信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　営業債権について、社内規程に従い、取引先の状況を定期的に確認し、取引相手先ごとに与信限度額
の管理を行うことで、回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

(イ) 市場リスク（金利等の変動リスク）の管理
　借入金については、金利の変動を定期的にモニタリングし、金利変動リスクの早期把握を図っており
ます。

(ウ) 資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
　管理部において、定期的に手許流動性の水準を把握するとともに、必要に応じて資金繰り計画を作
成・更新することで流動性リスクを管理しております。

④ 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては、変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を
採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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貸 借 対 照 表 計 上 額 時 価 差 額
⑴ 長 期 借 入 金（＊1） 80,538千円 80,570 32

負 債 計 80,538 80,570 32

（単位：千円）

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計
長期借入金 － 80,570 － 80,570

負債計 － 80,570 － 80,570

⑵ 金融商品の時価等に関する事項
　2022年７月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。

（＊1）１年内返済予定の長期借入金を含んでおります。
（＊2）「現金及び預金」、「売掛金」、「買掛金」については、現金であること及び短期間で決済されるため

時価が帳簿価額に近似するものであることから、記載を省略しております。

(3) 金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベ

ルに分類しております。
レベル１の時価：同一の資産又は負債の活発な市場における（無調整の）相場価格により算定した時価
レベル２の時価：レベル１のインプット以外の直接又は間接的に観察可能なインプットを用いて算定し

た時価
レベル３の時価：重要な観察できないインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞ
れ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①時価をもって貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債
　該当事項はありません。

②時価をもって貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

(注)時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
　　長期借入金

長期借入金の時価は、固定金利によるものは元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合に想定さ
れる利率で割り引いて算定する方法によっております。また、変動金利によるものは短期間で市場金利
を反映することから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっており、
レベル２の時価に分類しております。
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繰延税金資産
ソフトウエア制作費 28,339千円
その他 1,079千円

繰延税金資産合計 29,419千円

⑴ １株当たり純資産額 250円99銭
⑵ １株当たり当期純利益 26円31銭

(単位:千円)
一時点で移転される財ま

たはサービス
一定期間にわたり移転さ
れる財またはサービス 合計

フロー収益
ソフトウエアライセンス販売※ 266,666 － 266,666
導入支援作業 371,970 － 371,970

ストック収益
ソフトウエア保守及び利用サービス － 295,618 295,618

顧客との契約から生じる収益 638,637 295,618 934,255

６. 税効果会計に関する注記
　繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

７. １株当たり情報に関する注記

８. 収益認識に関する注記
　　顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　　※ソフトウエアライセンス販売の金額には、一般的な評価ライセンス等、ごく短い期間にわたり充足される
履行義務に該当する金額を含めて表示しております。

９. その他の注記
　該当事項はありません。
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